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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】
 

回次

第６期
第２四半期　　　　

　
連結累計期間

第７期
第２四半期　　　　

　
連結累計期間

第６期
第２四半期　　　　

　
連結会計期間

第７期
第２四半期　　　　

　
連結会計期間

第６期

会計期間

自平成21年
４月１日
至平成21年
９月30日

自平成22年
４月１日
至平成22年
９月30日

自平成21年
７月１日
至平成21年
９月30日

自平成22年
７月１日
至平成22年
９月30日

自平成21年
４月１日
至平成22年
３月31日

売上高（百万円） 182,926 147,574 79,449 89,092 434,226

経常利益（百万円） 15,948 2,648 2,365 1,916 23,967

四半期（当期）純利益（百万円） 7,644 37 504 631 4,660

純資産額（百万円） － － 352,646 347,341 349,437

総資産額（百万円） － － 1,361,9441,481,5291,405,424

１株当たり純資産額（円） － － 1,606.981,566.771,583.63

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
44.31 0.20 2.66 3.32 25.69

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
44.22 0.18 2.60 3.30 25.63

自己資本比率（％） － － 22.5 20.1 21.4

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△30,438 △73,988 － － 19,266

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△16,558 △29,221 － － △24,571

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
23,885 57,358 － － 13,098

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ － 58,430 43,483 89,334

従業員数（人） － － 5,220 5,350 5,195

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

 

２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

　

 

EDINET提出書類

野村不動産ホールディングス株式会社(E04060)

四半期報告書

 2/40



３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業の内容

議決権の所有割合

関係内容又は被所有割合

(％)

（連結子会社）

　

ＴＲＹ芝浦プロパティ㈲　

東京都千代田区　 3　 ビル事業　
－　

[100.0]　
－

フラッグシップビルディング㈲

　
東京都新宿区　 3　 資産運用開発事業

－　

[100.0]　
－

（注）１. 主要な事業の内容欄には、セグメント情報の名称を記載しております。

２. 支配力基準の適用により実質的に支配していると認められるため、連結子会社に含めております。

３．議決権の所有割合の [　] 内は、緊密な者または同意している者の所有割合で、外数で記載しております。　

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況 平成22年９月30日現在

従業員数（人） 5,350(2,796)

　（注）従業員数は就業人員（当社グループ＜当社及び連結子会社＞からグループ外への出向者を除き、グループ外から

当社グループ＜当社及び連結子会社＞への出向者を含みます。）であり、臨時雇用者数（アルバイト、人材会社か

らの派遣社員を含みます。）は、当第２四半期連結会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。

 　

(2）提出会社の状況 平成22年９月30日現在

従業員数（人） 11 

　（注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者＜専任出向者＞を含みま

す。）であります。

 ２．従業員はすべて、野村不動産㈱をはじめとするグループ会社４社からの出向者であります。

３．上記のほか、野村不動産㈱との兼務者が25人おります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

　生産、受注及び販売の状況については、「４ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析　（1）業績の

状況」におけるセグメントの業績に関連付けて記載しております。

　 

２【事業等のリスク】

　当第２四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。　

　

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）業績の状況

　当第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日～平成22年９月30日）におけるわが国経済は、企業業績の改善が続

いており、設備投資も持ち直しに転じつつある等、緩やかに景気は回復しております。しかしながら、足元では景気回

復の動きが鈍化しており、長引く円高やデフレ等、景気下振れの懸念が強まっていることから、先行きについては不透

明な状況が続くものと思われます。　

　不動産業界においては、住宅分譲市場では、低金利や贈与税非課税枠の拡大等の政策支援が下支えとなり、実需層の

動きが活発化した結果、契約率は順調に推移しており、加えて、新規販売戸数が増加傾向にある等、回復基調が鮮明と

なっております。不動産投資市場では、複数のＪ－ＲＥＩＴで合併等による再編が進み、規模拡大や信用力向上が図ら

れるとともに、投資法人債の起債が行われる等、資金調達環境の改善が続いております。また、不動産業者や一般事業

法人を中心に売買が見られる等、取引に回復の兆しが窺えます。一方、ビル賃貸市場では、一部の賃料調整が進んだビ

ルで、拡張移転等の前向きな動きが見受けられる等、空室率の上昇傾向に歯止めがかかりつつあります。しかしなが

ら、本格的な需要回復には至っておらず、また賃料水準についても、徐々に下落幅は縮小しているものの、依然として

弱含みで推移していることから、事業環境の本格回復にはまだ時間を要するものと思われます。

　このような事業環境の下、当社グループの経営成績は、売上高は89,092百万円（前年同四半期連結会計期間比9,642

百万円、12.1％増）、営業利益は5,779百万円（同△100百万円、1.7％減）、経常利益は1,916百万円（同△448百万円、

19.0％減）、四半期純利益は631百万円（同127百万円、25.3％増）となりました。

　

　当第２四半期連結会計期間におけるセグメントごとの業績の概要は、以下のとおりであります。

　なお、各セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高、振替高を含みます。また、端数処理の関係で合計数値が

あわない場合があります。

　また、第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。これによる事業区分の変更はないため、前年同期比較を行っております。

 

＜住宅事業セグメント＞ 

　住宅分譲部門においては、マンション分譲では「プラウド新宿御苑エンパイア」（東京都新宿区）、「プラウド浦和

仲町マークス」（埼玉県さいたま市浦和区）、「プラウド杉並高井戸」（東京都杉並区）等を、戸建分譲では「プラ

ウドシーズン花小金井」（東京都小平市）、「プラウドシーズン藤沢 湘南テラス」（神奈川県藤沢市）等を売上に

計上いたしました。

　この結果、当セグメントの売上高は40,425百万円（前年同四半期連結会計期間比3,643百万円、9.9％増）、営業利益

は1,231百万円（前年同四半期連結会計期間は営業損失627百万円）となりました。

　なお、共同事業における戸数、売上高、契約残高については事業シェア按分で計算しております。

 

　　　売上高等内訳

 前第２四半期連結会計期間 当第２四半期連結会計期間 前連結会計年度

 販売数量等
売上高
(百万円)

販売数量等
売上高
(百万円)

販売数量等
売上高
(百万円)

住宅分譲 首都圏 計上戸数　 　 　387戸 24,537計上戸数　 　 　458戸 26,881計上戸数　　　3,033戸 181,653

 関西圏 計上戸数　 　 　 90戸 3,424計上戸数　 　   106戸 3,909計上戸数　　　　582戸 23,490

 その他 計上戸数　 　　  46戸 1,641計上戸数　 　　  59戸 1,810計上戸数　　 　 495戸 17,893

 小計 計上戸数　 　 　523戸 　29,603計上戸数　 　 　624戸 　32,600計上戸数　　　4,111戸 223,037

 (うち戸建住宅)(計上戸数　　 　  56戸) (3,174)(計上戸数　　    174戸) (9,673)(計上戸数　  　  415戸)
 

(23,564)

住宅管理
期末管理戸数

            117,423戸
5,702

期末管理戸数

            122,985戸
5,777

期末管理戸数

            121,212戸
22,846

その他  1,476 2,047 13,185

合計  36,781 40,425 259,069
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　　　住宅分譲　期末完成在庫数  

 前第２四半期連結会計期間末 当第２四半期連結会計期間末 前連結会計年度末

首都圏 111戸 59戸 171戸

関西圏 100戸 75戸 234戸

その他 21戸 65戸 129戸

合計 233戸 200戸 535戸

(うち戸建住宅) (9戸) (5戸) (47戸)

（注）首都圏における期末完成在庫数は、神奈川県藤沢市所在の物件の期末完成在庫数34戸を除いております。これ

は「六会コンクリート㈱が出荷したＪＩＳ規格に適合しないレディーミクストコンクリートの使用による建

築基準法違反」に該当したため、販売活動を停止していることによるものであります。

 

　　　住宅分譲　契約済未計上残高  

  前第２四半期連結会計期間末  当第２四半期連結会計期間末 前連結会計年度末

 戸数
契約残高
（百万円）

戸数
契約残高
（百万円）

戸数
契約残高
（百万円）

首都圏 1,205戸 66,5942,668戸 144,008 923戸 52,184

関西圏 288戸 11,725 542戸 20,324 45戸 1,928

その他 189戸 7,235 276戸 10,563  45戸 1,310

合計 1,683戸 85,5553,488戸 174,8961,013戸 55,423

(うち戸建住宅) (92戸) (5,811)(205戸) (11,560) (7戸) (314)

 

＜ビル事業セグメント＞    

　ビル事業部門においては、テナントニーズに適応した営業活動をより一層強化してまいりました。空室率について

は、第１四半期連結会計期間末の5.8％から0.8ポイント改善しております。

　この結果、当セグメントの売上高は23,661百万円（前年同四半期連結会計期間比163百万円、0.7％増）、営業利益は

4,881百万円（同△487百万円、9.1％減）となりました。 

　なお、当第２四半期連結会計期間において、野村不動産㈱が開発を進めてまいりました「日本橋室町野村ビル」（東

京都中央区）が竣工いたしました。また、ＮＲＥＧ東芝不動産㈱は、「東芝ビルディング」（東京都港区）の共有持分

を追加取得いたしました。両物件は９月末の竣工・取得であるため、以下の賃貸床面積・空室率の数値には含めてお

りません。　

 

　　　売上高内訳 

 
前第２四半期連結会計期間

（百万円）

当第２四半期連結会計期間

（百万円）

前連結会計年度

（百万円）

オフィス（自社所有） 8,430 8,230 33,565

オフィス（サブリース） 1,836 1,701 7,369

商業施設 1,963 1,862 7,497

運営管理・施設管理 5,857 6,118 23,549

その他 5,410 5,749 23,256

合計 23,498 23,661 95,237
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　　　賃貸床面積

 前第２四半期連結会計期間末 当第２四半期連結会計期間末 前連結会計年度末

オフィス（自社所有） 550,555㎡ 560,064㎡    548,089㎡

オフィス（サブリース） 94,542㎡ 92,903㎡  92,903㎡

商業施設 85,847㎡ 85,857㎡  85,638㎡

合計 730,946㎡ 738,825㎡  726,631㎡

 

　　　空室率（オフィス・商業施設） 

前第２四半期連結会計期間末 当第２四半期連結会計期間末 前連結会計年度末

 3.8％  5.0％  4.8％

　

＜資産運用開発事業セグメント＞ 

　収益不動産開発部門においては、開発事業の推進と商品の販売促進に取り組んでまいりました。

　資産運用部門においては、当社グループが運用しております各種ファンドの安定的な運用に注力してまいりました。

　この結果、当セグメントの売上高は14,302百万円（前年同四半期連結会計期間比5,036百万円、54.4％増）、営業利益

は159百万円（同△1,908百万円、92.3％減）となりました。前第２四半期連結会計期間と比べ、増収減益となっており

ますが、これは主に、収益不動産開発部門における商品の売却が増加した一方で、資産運用部門において私募ファンド

への出資分に関する営業エクイティ投資評価損を売上原価に計上したこと等によるものであります。

　なお、当第２四半期連結会計期間において、当セグメントで開発を進めてまいりました「ミラザ新宿」（東京都新宿

区）が竣工いたしました。　

 

売上高内訳 

 
前第２四半期連結会計期間

（百万円）

当第２四半期連結会計期間

（百万円）

前連結会計年度

（百万円）

収益不動産開発 5,814 10,896 24,163

資産運用 3,451 3,405 12,025

合計 9,266 14,302 36,189

 

　　　資産運用部門　運用資産残高 

 
前第２四半期連結会計期間末

（百万円）

当第２四半期連結会計期間末

（百万円）

前連結会計年度末

（百万円）

上場ＲＥＩＴ 539,786 550,837 550,776

私募ファンド等 651,795 605,470 653,770

合計 1,191,582 1,156,307 1,204,546

　

 ＜仲介・販売受託事業セグメント＞ 

　売買仲介部門においては、インターネット媒体の充実を図るとともに提案型営業を積極的に推進してまいりました。

　この結果、当セグメントの売上高は8,418百万円（前年同四半期連結会計期間比988百万円、13.3％増）、営業利益は

797百万円（前年同四半期連結会計期間は営業損失117百万円）となりました。 
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　　　売上高内訳

 
前第２四半期連結会計期間

（百万円）

当第２四半期連結会計期間

（百万円）

前連結会計年度

（百万円）

売買仲介 3,246 3,601 13,039

販売受託 273 202 1,470

商品不動産販売 3,145 3,659 16,367

その他 765 954 3,085

合計 7,430 8,418 33,963

 

＜その他の事業セグメント＞ 

　フィットネスクラブ事業部門においては、㈱メガロスは、各種キャンペーンやイベントを実施し、新規入会者の獲得

及び会員定着率の向上に努めてまいりました。

　この結果、当セグメントの売上高は5,093百万円（前年同四半期連結会計期間比932百万円、22.4％増）、営業利益は

202百万円（同△2百万円、1.3％減）となりました。

　　

　　　売上高内訳

 
前第２四半期連結会計期間

（百万円）

当第２四半期連結会計期間

（百万円）

前連結会計年度

（百万円）

フィットネスクラブ 3,481 3,529 13,694

その他 679 1,563 5,962

合計 4,160 5,093 19,656

　

　

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は43,483百万円となり、前四半期連結会計期間

末と比べ、13,117百万円の増加となりました。

　また、当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

　「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、15,796百万円（前年同四半期連結会計期間比21,737百万円増）の資

金の増加となりました。これは主に、販売用不動産をはじめとするたな卸資産が減少したこと等によるものであり

ます。  

  「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、21,648百万円（同18,574百万円減）の資金の減少となりました。こ

れは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出、及び有形及び無形固定資産の取得に

よる支出があったこと等によるものであります。 

　「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、18,969百万円（同8,088百万円増）の資金の増加となりました。これ

は主に、短期借入金及び社債による資金調達を実施したこと等によるものであります。　 

　

 

(3) 事業上及び財務上対処すべき課題

 当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

 

(4) 研究開発活動 

該当事項はありません。　
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第３【設備の状況】
（１）主要な設備の状況

＜ビル事業セグメント＞　

　当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計年度末に計画中であった以下の設備が竣工いたしました。

会社名
名称

（所在地）
用途

構造規模又は
設備の内容等

建物延床
面積
（㎡）

竣工時期
土地
面積
（㎡）

帳簿価額（百万円）

建物 土地 その他 合計

野村不動産㈱
日本橋室町野村ビル　　　　

（東京都中央区）
オフィス

鉄骨造（一部鉄骨

鉄筋コンクリート

造）、地下５階、地

上21階 

 44,947

　
平成22年９月 2,73719,11218,811　260　38,185　

（注）１．「建物」欄は建物勘定、「土地」欄は土地勘定及び借地権勘定、「その他」欄には、構築物・工具器具備品勘定

が記載されております。

　　　２．竣工に際し、資産運用開発事業セグメントの持分のすべてを当セグメントに移管いたしました。

　

　当第２四半期連結会計期間において、以下の設備について、共有持分（帳簿価額4,779百万円）を追加取得いたし

ました。また、同物件の共有持分（帳簿価額47,928百万円）を保有するＴＲＹ芝浦プロパティ㈲を連結子会社化い

たしました。この結果、同物件の状況は以下のとおりとなっております。

会社名
名称

（所在地）
用途

構造規模又は
設備の内容等

建物延床
面積
（㎡）

竣工時期
土地
面積
（㎡）

帳簿価額（百万円）

建物 土地 その他 合計

ＮＲＥＧ

東芝不動産㈱

ＴＲＹ芝浦

プロパティ㈲　

東芝ビルディング　　　　

（東京都港区）
オフィス

鉄骨鉄筋コンク

リート造（一部鉄

骨造及び鉄筋コン

クリート造）、地下

３階、地上39階 

 158,732昭和59年３月33,92116,504
129,553

　
86　
146,144

　

（注）１．「建物」欄は建物勘定、「土地」欄は土地勘定、「その他」欄には、構築物・機械装置・工具器具備品勘定が記

載されております。

　　　２．一部信託受益権の保有を含んでおります。　

　

　　

＜資産運用開発事業セグメント＞

　当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計年度末に計画中であった以下の設備が竣工いたしました。

会社名
名称

（所在地）
用途

構造規模又は
設備の内容等

建物延床
面積
（㎡）

竣工時期
土地
面積
（㎡）

帳簿価額（百万円）

建物 土地 その他 合計

(合)新宿みらい

デベロップメント

ミラザ新宿　　　　

（東京都新宿区）

オフィス

 店舗　

鉄骨造（一部鉄骨

鉄筋コンクリート

造）、地下３階、地

上10階

 7,648平成22年８月 7813,291　 32,132　 13　35,437　

（注）１．「建物」欄は建物勘定、「土地」欄は土地勘定、「その他」欄には、構築物勘定が記載されております。

　　　２．信託受益権の保有であります。
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　当第２四半期連結会計期間において、以下の会社を連結子会社化したことに伴い、以下の設備が新たに当社グルー

プの主要な設備となりました。

会社名
名称

（所在地）
用途

構造規模又は
設備の内容等

建物延床
面積
（㎡）

竣工時期
土地
面積
（㎡）

帳簿価額（百万円）

建物 土地 その他 合計

フラッグシップ

ビルディング㈲

ＪＡＬビルディング　　　

（東京都品川区）

オフィス　

　

鉄骨鉄筋コンク

リート造（一部鉄

筋コンクリート

造）、地下２階、地

上26階　

39,943　平成８年６月 5,7305,13117,668　   022,800　

（注）１．「建物」欄は建物勘定、「土地」欄は土地勘定、「その他」欄には、工具器具備品勘定が記載されております。

　　　２．同物件の一部についての信託受益権の保有であり、土地・建物ともに保有面積を表示しております。

　　　３．平成22年10月に、「野村不動産天王洲ビル」に名称を変更しております。　

　

　

（２）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却等

について重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあり

ません。  

EDINET提出書類

野村不動産ホールディングス株式会社(E04060)

四半期報告書

10/40



第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 450,000,000

計 450,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成22年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年11月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 190,370,600 190,372,400
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

100株　

計 190,370,600    190,372,400 － －

（注）１．発行済株式のうち、113,000,000株は、現物出資（野村不動産㈱発行済全株式40,000,000株　452億円）による

　　　　　ものであります。

　　　２．「提出日現在発行数」欄には、平成22年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

　　　　　発行された株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

　　会社法に基づき発行いたしました新株予約権は、次のとおりであります。

①野村不動産ホールディングス株式会社　2007年度第２回新株予約権（平成19年11月15日取締役会決議）

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 134

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数100株

新株予約権の目的となる株式の数（株） 13,400

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり１

新株予約権の行使期間
自　平成20年11月30日 

至　平成25年11月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 　　　2,904

資本組入額 　　1,452

新株予約権の行使の条件 （注）１のとおり

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会

の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）２のとおり
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②野村不動産ホールディングス株式会社　2007年度第３回新株予約権（平成19年11月15日取締役会決議）

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 1,804

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数100株

新株予約権の目的となる株式の数（株） 180,400

新株予約権の行使時の払込金額（円）

１株当たり3,380

ただし、当該払込金額（以下「行使価額」という）は

（注）３の定めにより調整を受けることがある。

新株予約権の行使期間
自　平成21年11月30日 

至　平成26年11月29日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 　　　4,094

資本組入額 　　2,047

新株予約権の行使の条件 （注）４のとおり

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会

の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５のとおり

 

③野村不動産ホールディングス株式会社　2008年度第２回新株予約権（平成20年７月24日取締役会決議）

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 215

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数100株

新株予約権の目的となる株式の数（株） 21,500

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり１

新株予約権の行使期間
自　平成21年８月11日

至　平成26年８月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 　　　2,132

資本組入額 　　1,066

新株予約権の行使の条件 （注）１のとおり

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会

の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）２のとおり
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④野村不動産ホールディングス株式会社　2008年度第３回新株予約権（平成20年７月24日取締役会決議）

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 1,912

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数100株

新株予約権の目的となる株式の数（株） 191,200

新株予約権の行使時の払込金額（円）

１株当たり2,255

ただし、当該払込金額（以下「行使価額」という）は

（注）３の定めにより調整を受けることがある。

新株予約権の行使期間
自　平成22年８月11日 

至　平成27年８月10日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 　　　3,025

資本組入額 　　1,513

新株予約権の行使の条件 （注）４のとおり

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会

の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５のとおり

 

⑤野村不動産ホールディングス株式会社　2009年度第１回新株予約権（平成21年７月23日取締役会決議） 

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 35

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数100株

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,500

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり１

新株予約権の行使期間
自　平成22年８月11日 

至　平成27年８月10日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 　　　1,534

資本組入額　 　　767

新株予約権の行使の条件 （注）１のとおり

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会

の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）２のとおり
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⑥野村不動産ホールディングス株式会社　2009年度第２回新株予約権（平成21年７月23日取締役会決議） 

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 399

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数100株

新株予約権の目的となる株式の数（株） 39,900

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり１

新株予約権の行使期間
自　平成22年８月11日 

至　平成27年８月10日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 　　　1,534

資本組入額 　　　767

新株予約権の行使の条件 （注）１のとおり

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会

の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）２のとおり

 

⑦野村不動産ホールディングス株式会社　2009年度第３回新株予約権（平成21年７月23日取締役会決議） 

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 2,027

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数100株

新株予約権の目的となる株式の数（株） 202,700

新株予約権の行使時の払込金額（円）

１株当たり1,663

ただし、当該払込金額（以下「行使価額」という）は

（注）３の定めにより調整を受けることがある。

新株予約権の行使期間
自　平成23年８月11日 

至　平成28年８月10日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 　　　2,304

資本組入額 　　1,152

新株予約権の行使の条件 （注）４のとおり

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会

の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５のとおり

　

EDINET提出書類

野村不動産ホールディングス株式会社(E04060)

四半期報告書

14/40



⑧野村不動産ホールディングス株式会社　2010年度第１回新株予約権（平成22年７月29日取締役会決議） 

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 200

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数100株

新株予約権の目的となる株式の数（株） 20,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり１

新株予約権の行使期間
自　平成23年８月23日 

至　平成28年８月22日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 　　　1,120

資本組入額　 　　560

新株予約権の行使の条件 （注）１のとおり

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会

の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）２のとおり

　

⑨野村不動産ホールディングス株式会社　2010年度第２回新株予約権（平成22年７月29日取締役会決議） 

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 661

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数100株

新株予約権の目的となる株式の数（株） 66,100

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり１

新株予約権の行使期間
自　平成23年８月23日 

至　平成28年８月22日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 　　　1,120

資本組入額 　　　560

新株予約権の行使の条件 （注）１のとおり

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会

の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）２のとおり
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⑩野村不動産ホールディングス株式会社　2010年度第３回新株予約権（平成22年７月29日取締役会決議） 

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 2,264

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数100株

新株予約権の目的となる株式の数（株） 226,400

新株予約権の行使時の払込金額（円）

１株当たり1,194

ただし、当該払込金額（以下「行使価額」という）は

（注）３の定めにより調整を受けることがある。

新株予約権の行使期間
自　平成24年８月23日 

至　平成29年８月22日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 　　　1,631

資本組入額 　　　816

新株予約権の行使の条件 （注）４のとおり

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会

の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５のとおり

　

（注）１．①新株予約権の割当てを受けた者（以下「対象者」という）は、新株予約権の行使時まで継続して、当社もし

くは当社子会社の取締役、監査役、執行役員、相談役、顧問、理事、参与その他これらに準じる地位または従業

員の地位（以下総称して「要件地位」という）にあることを要する。

②対象者が要件地位を喪失した場合、①にかかわらず、要件地位喪失日または表中の「新株予約権の行使期

間」（以下「権利行使期間」という）の開始日のいずれか遅い日から１年が経過する日（ただし、権利行使

期間の満了日までとする）までに限り、新株予約権を行使することができる。

③対象者が死亡したときは、その直前において、対象者が①の条件を満たしていた場合、または②に基づき行使

することができた場合には、その相続人は当該新株予約権を相続し、新株予約権を行使することができる

（当該相続により承継した者を以下「権利承継者」という）。ただし、権利承継者が行使することができる

期間は、①の場合は、対象者死亡の日または権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から１年が経過する日

（ただし、権利行使期間の満了日までとする）までとし、②の場合は、対象者が②に基づき行使することがで

きるとされた期間と同一とする。

④権利承継者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができない。

⑤対象者または権利承継者は割当てを受けた新株予約権を１回に限り行使することができるものとし、これを

複数回に分割して行使することはできない。

⑥新株予約権１個の一部についての権利行使はできない。

⑦その他の条件については、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。

　　　２．当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以下総称

して「組織再編行為」という）をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権

（以下「残存新株予約権」という）の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株

式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会

社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、また

は株式移転により設立する株式会社（以下総称して「再編対象会社」という）の新株予約権を以下の条件に

て交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付する。ただ

し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契

約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。
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③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、表中の「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法 

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は１株当たりの払込みをすべき金額を１円

とし、これに③にしたがって決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とす

る。

⑤新株予約権を行使することができる期間

権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとす

る。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項にしたがい計算される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数

は切り上げる。

 (2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(1)記載の資本金等増

加限度額から、(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。

⑧新株予約権の行使の条件

前記（注）１に準じて決定する。  

⑨新株予約権の取得に関する事項

以下に定める議案を目的事項とする株主総会の招集を当社取締役会が決議した場合（株主総会決議が不要

の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合）または株主から当該株主総会の招集の請求があっ

た場合において、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は新株予

約権の全部または一部を無償で取得する。

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2)当社が分割会社となる吸収分割契約または新設分割計画承認の議案  

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案  

(4)当社の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する旨の

定めを設ける定款変更の議案

(5)新株予約権の目的である株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ

ともしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得できることについて

の定めを設ける定款変更の議案

⑩新株予約権を行使した際に１株に満たない端数がある場合の取決め

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。　

　　　３．当社普通株式につき株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じ

る１円未満の端数は切り上げる。

　

調整後行使価額　　＝　 調整前行使価額 　× 
１

分割・併合の比率 
　

また、当社がその発行する当社普通株式またはその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募

集をする場合であって、払込金額が引き受ける者に特に有利な金額であるときは、次の算式により行使価額を

調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。

　

 

調整後

行使価額

 

＝ 

 

調整前

行使価額 

 

× 

既発行株式数 ＋ 
新規発行株式数　×　１株当たりの払込金額 

１株当たりの時価 

既発行株式数　＋　新規発行株式数 
　

前記の算式で使用する「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自

己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を

「処分する自己株式数」、「１株当たりの払込金額」を「１株当たり処分金額」と読み替える。

前記のほか、当社は、株式または新株予約権の無償割当てを行う場合、その他当社が行使価額の調整を必要とす

る場合には、当社が必要と認める行使価額の調整を行う。
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　　　４．①新株予約権の割当てを受けた者（以下「対象者」という）は、新株予約権の行使時まで継続して、当社もしくは

当社子会社の取締役、監査役、執行役員、相談役、顧問、理事、参与その他これらに準じる地位または従業員の

地位（以下総称して「要件地位」という）にあることを要する。

②対象者は、新株予約権の行使時点で当社または当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職もしくは懲戒免職

の決定またはこれらに準じる事由がないことを要する。

③対象者が要件地位を喪失した場合でも、要件地位喪失の理由が、定年退職、契約上限年齢到達による退職、社

命による退職、業務上の傷病による廃疾を主たる理由とする退職、やむを得ない事業上の都合による解雇

（整理解雇）、またはこれらに準じる理由による退任・退職であるときは、①にかかわらず、要件地位喪失日

または権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から１年が経過する日（ただし、権利行使期間の満了日まで

とする）までに限り、新株予約権を行使することができる。 

④対象者が死亡したときは、その直前において、対象者が①及び②の条件を満たしていた場合、または③に基づ

き行使することができた場合には、その相続人は当該新株予約権を相続し、新株予約権を行使することがで

きる。ただし、権利承継者が行使することができる期間は、①の場合は、対象者死亡の日または権利行使期間

の開始日のいずれか遅い日から１年が経過する日（ただし、権利行使期間の満了日までとする）までとし、

③の場合は、対象者が③に基づき行使することができるとされた期間と同一とする。

⑤権利承継者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができない。

⑥対象者または権利承継者は割当てを受けた新株予約権を２回を超える回数に分割して行使することができ

ない。

⑦新株予約権１個の一部についての権利行使はできない。

⑧その他の条件については、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。　

　　　　５．当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以下総

称して「組織再編行為」という）をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約

権（以下「残存新株予約権」という）の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立す

る株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株

式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会

社、または株式移転により設立する株式会社（以下総称して「再編対象会社」という）の新株予約権を以下

の条件にて交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付

する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、

吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、表中の「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法 

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、表

中の「新株予約権の行使時の払込金額」の行使価額に準じて決定された金額に、③にしたがって決定される

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとす

る。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項にしたがい計算される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数

は切り上げる。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(1)記載の資本金等増

加限度額から、(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
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⑧新株予約権の行使の条件

前記（注）４に準じて決定する。

⑨新株予約権の取得に関する事項

以下に定める議案を目的事項とする株主総会の招集を当社取締役会が決議した場合（株主総会決議が不要

の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合）または株主から当該株主総会の招集の請求があっ

た場合において、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は新株予

約権の全部または一部を無償で取得する。

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2)当社が分割会社となる吸収分割契約または新設分割計画承認の議案 

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案 

(4)当社の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する旨の

定めを設ける定款変更の議案 

(5)新株予約権の目的である株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ

ともしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得できることについて

の定めを設ける定款変更の議案

⑩新株予約権を行使した際に１株に満たない端数がある場合の取決め

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。　
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　        該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

  

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金増
減額(千円)

資本準備金残
高（千円）

平成22年７月１日～

平成22年９月30日

（注）１　

38,900190,370,60030,314115,558,99730,314115,548,197

（注）１．新株予約権の行使による増加であります。

　　　２．平成22年10月１日から平成22年10月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,800株、

　　　　　資本金及び資本準備金がそれぞれ1,380千円増加しております。

　

（６）【大株主の状況】

 平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（百株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

野村土地建物株式会社 東京都中央区日本橋本町一丁目７番２号 968,175 50.85

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口）
東京都中央区晴海一丁目８番11号 117,950 6.19

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（信託口）
東京都港区浜松町二丁目11番３号 82,615 4.33

 ザ チェース マンハッタン バンク

 エヌエイ ロンドン エスエル 

 オムニバス　アカウント

（常任代理人 株式会社みずほコーポ

  レート銀行決済営業部）

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET LONDON

EC2P 2HD, ENGLAND

（東京都中央区月島四丁目16番13号）

30,238 1.58

野村不動産ホールディングス従業員

持株会
東京都新宿区西新宿一丁目26番２号 29,099 1.52

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口９）
東京都中央区晴海一丁目８番11号 18,117 0.95

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口４）
東京都中央区晴海一丁目８番11号 17,160 0.90

 ニツポンベスト

（常任代理人 株式会社三菱東京

  ＵＦＪ銀行）

 P.O. BOX 2992 RIYADH 11169

 KINGDOM OF SAUDI ARABIA

（東京都千代田区丸の内二丁目７番１号

  決済事業部）

16,000 0.84

 アールービーシー デクシア インベ

 スター サービシーズ トラスト,　 

 ロンドン クライアント アカウント

（常任代理人 スタンダード チャー

  タード銀行）

 71 QUEEN VICTORIA STREET, LONDON,EC4V

 4DE, UNITED KINGDOM

（東京都千代田区永田町二丁目11番１号

　山王パークタワービル21階）

12,085 0.63

資産管理サービス信託銀行株式会社

（年金特金口）

 東京都中央区晴海一丁目８番12号 晴海アイラ

 ンドトリトンスクエア オフィスタワーＺ棟
11,916 0.62

計 － 1,303,356 68.46
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成22年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
普通株式

800
－ 単元株式数100株

完全議決権株式（その他）
普通株式

190,361,700
1,903,617 同上

単元未満株式
普通株式

8,100
－ １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 190,370,600 － －

総株主の議決権 － 1,903,617 －

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式66株が含まれております。 

 

②【自己株式等】

 平成22年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数の
合計(株)

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合(％)

野村不動産ホールディ

ングス株式会社

東京都新宿区西新宿一

丁目26番２号
800    －  800 0.00

計  － 800    － 800 0.00

 

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成22年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 1,673 1,673 1,304 1,154 1,233 1,226

最低（円） 1,450 1,200 1,097 1,018 1,028 1,111

　（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

  

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から

平成22年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平

成21年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半

期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責

任監査法人による四半期レビューを受けております。
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　１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 43,485 39,336

受取手形及び売掛金 9,072 15,764

有価証券 － 50,010

販売用不動産 226,838 ※3
 247,927

仕掛販売用不動産 181,633 ※3
 139,011

開発用不動産 ※3
 80,019

※3
 71,796

営業エクイティ投資 98,045 94,889

繰延税金資産 26,262 22,829

その他 27,339 28,198

貸倒引当金 △79 △144

流動資産合計 692,615 709,618

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 238,493

※1, ※3
 199,819

土地 ※3
 475,577

※3
 412,477

その他（純額） ※1
 4,259

※1, ※3
 13,970

有形固定資産合計 718,330 626,268

無形固定資産 10,330 8,273

投資その他の資産

投資有価証券 15,602 17,043

敷金及び保証金 25,771 26,036

繰延税金資産 14,538 14,320

その他 4,357 3,881

貸倒引当金 △17 △17

投資その他の資産合計 60,252 61,263

固定資産合計 788,913 695,805

資産合計 1,481,529 1,405,424
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 13,567 37,692

短期借入金 170,781 108,586

コマーシャル・ペーパー 10,000 －

未払法人税等 4,194 7,597

預り金 21,122 54,841

繰延税金負債 197 －

賞与引当金 3,997 4,320

役員賞与引当金 54 97

事業整理損失引当金 136 158

その他 54,844 34,039

流動負債合計 278,895 247,332

固定負債

社債 30,000 20,180

長期借入金 655,578 630,870

受入敷金保証金 57,216 49,982

繰延税金負債 81,734 83,111

再評価に係る繰延税金負債 5,005 4,996

退職給付引当金 16,015 15,444

転貸事業損失引当金 1,612 1,937

その他 8,128 2,130

固定負債合計 855,291 808,654

負債合計 1,134,187 1,055,987

純資産の部

株主資本

資本金 115,558 115,527

資本剰余金 92,888 92,857

利益剰余金 88,443 89,356

自己株式 △1 △1

株主資本合計 296,888 297,740

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △4,582 △2,181

繰延ヘッジ損益 393 279

土地再評価差額金 5,990 5,999

為替換算調整勘定 △424 △424

評価・換算差額等合計 1,375 3,672

新株予約権 626 520

少数株主持分 48,450 47,503

純資産合計 347,341 349,437

負債純資産合計 1,481,529 1,405,424
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（２）【四半期連結損益計算書】
　【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

営業収益 182,926 147,574

営業原価 129,059 109,011

営業総利益 53,866 38,563

販売費及び一般管理費 ※1
 30,835

※1
 28,283

営業利益 23,031 10,280

営業外収益

受取利息 99 35

受取配当金 19 18

持分法による投資利益 6 16

その他 153 168

営業外収益合計 278 239

営業外費用

支払利息 6,396 7,180

その他 965 690

営業外費用合計 7,362 7,871

経常利益 15,948 2,648

特別利益

固定資産売却益 272 181

特別利益合計 272 181

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 683

特別損失合計 － 683

税金等調整前四半期純利益 16,221 2,146

法人税、住民税及び事業税 6,402 4,413

法人税等調整額 882 △3,265

法人税等合計 7,284 1,148

少数株主損益調整前四半期純利益 － 997

少数株主利益 1,291 960

四半期純利益 7,644 37
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

営業収益 79,449 89,092

営業原価 57,990 68,220

営業総利益 21,459 20,871

販売費及び一般管理費 ※1
 15,579

※1
 15,092

営業利益 5,879 5,779

営業外収益

受取利息 43 17

受取配当金 0 0

その他 102 86

営業外収益合計 145 104

営業外費用

支払利息 3,221 3,611

その他 437 356

営業外費用合計 3,659 3,967

経常利益 2,365 1,916

特別利益

固定資産売却益 272 115

特別利益合計 272 115

税金等調整前四半期純利益 2,637 2,032

法人税、住民税及び事業税 2,611 3,055

法人税等調整額 △1,088 △2,218

法人税等合計 1,522 836

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,195

少数株主利益 611 564

四半期純利益 504 631
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 16,221 2,146

減価償却費 5,252 6,021

持分法による投資損益（△は益） △6 △16

貸倒引当金の増減額（△は減少） △16 △64

退職給付引当金の増減額（△は減少） 557 570

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） △27 △22

転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） △181 △325

受取利息及び受取配当金 △119 △53

支払利息 6,396 7,180

売上債権の増減額（△は増加） 24,461 6,723

たな卸資産の増減額（△は増加） 13,166 △29,274

営業エクイティ投資の増減額（△は増加） △7,950 △3,278

仕入債務の増減額（△は減少） △44,314 △24,198

預り金の増減額（△は減少） △16,523 △33,718

その他 △6,361 6,395

小計 △9,447 △61,914

利息及び配当金の受取額 112 60

利息の支払額 △6,131 △7,044

法人税等の支払額 △14,971 △5,089

営業活動によるキャッシュ・フロー △30,438 △73,988

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 － △311

投資有価証券の売却及び清算による収入 379 70

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金
の取得による支出

－ △13,664

有形及び無形固定資産の取得による支出 △18,127 △19,000

有形及び無形固定資産の売却による収入 785 674

貸付金の回収による収入 27 13

敷金及び保証金の差入による支出 △109 △332

敷金及び保証金の回収による収入 815 919

受入敷金保証金の返還による支出 △1,500 △1,790

受入敷金保証金の受入による収入 1,237 4,413

その他 △64 △212

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,558 △29,221
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △64,400 36,500

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） － 10,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △40 △53

長期借入れによる収入 58,500 38,250

長期借入金の返済による支出 △32,104 △36,118

社債の発行による収入 － 9,937

社債の償還による支出 △300 △180

株式の発行による収入 65,250 0

少数株主からの払込みによる収入 － 0

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △2,987 △951

少数株主への配当金の支払額 △32 △24

財務活動によるキャッシュ・フロー 23,885 57,358

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △23,111 △45,851

現金及び現金同等物の期首残高 78,473 89,334

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

3,068 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 58,430

※1
 43,483
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項の変更 (１)連結の範囲の変更

　　　当第２四半期連結会計期間より、フラッグシップビルディング㈲について

は、追加の匿名組合出資をしたため、連結の範囲に含めており、ＴＲＹ芝浦

プロパティ㈲については、新たに匿名組合出資を取得したため、連結の範

囲に含めております。

(２)変更後の連結子会社の数

　　35社　

２．会計処理基準に関する事項の変更

　

（資産除去債務に関する会計基準の適用）

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企

業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用

しております。

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞ

れ80百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は763百万円減少しておりま

す。

　

（企業結合に関する会計基準等の適用）

当第２四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会

計基準第21号　平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企

業会計基準第22号　平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係る会計基準」

の一部改正」（企業会計基準第23号　平成20年12月26日）、「事業分離等に関

する会計基準」（企業会計基準第７号　平成20年12月26日）、「持分法に関す

る会計基準」（企業会計基準第16号　平成20年12月26日公表分）及び「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適

用指針第10号　平成20年12月26日）を適用しております。　

　

　　

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第

２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第

２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、85,498百万円であ

ります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、79,038百万円であ

ります。

  

２　偶発債務

　次の顧客等について、金融機関等からの借入に対し債

務保証を行っております。 

２　偶発債務

　次の顧客等について、金融機関等からの借入に対し債

務保証を行っております。 

保証先 金額（百万円）

住宅ローン利用顧客 9,882

ＥＢＳビル共同事業者 981

計 10,863

　

※３　資産の保有目的の見直しを行った結果、固定資産から

開発用不動産に584百万円振り替えております。

保証先 金額（百万円）

住宅ローン利用顧客 67,304

ＥＢＳビル共同事業者 1,013

計 68,318

　

※３　資産の保有目的の見直しを行った結果、販売用不動産

等から固定資産に4,027百万円、固定資産から仕掛販売

用不動産等に1,240百万円振り替えております。

 

　

（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

従業員給料手当 8,798百万円

賞与引当金繰入額  3,542百万円

役員賞与引当金繰入額  168百万円

退職給付費用 1,280百万円

貸倒引当金繰入額 24百万円
 

従業員給料手当 8,958百万円

賞与引当金繰入額  3,124百万円

役員賞与引当金繰入額 54百万円

退職給付費用 1,313百万円

貸倒引当金繰入額 1百万円
 

 

前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

従業員給料手当  4,616百万円

賞与引当金繰入額  1,744百万円

役員賞与引当金繰入額  84百万円

退職給付費用  640百万円

貸倒引当金繰入額 23百万円
 

従業員給料手当  4,660百万円

賞与引当金繰入額  1,514百万円

退職給付費用  640百万円
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 （平成21年９月30日現在）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 （平成22年９月30日現在）

 現金及び預金勘定  38,432百万円

 有価証券勘定  20,000百万円

 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △2百万円

 現金及び現金同等物  58,430百万円

 現金及び預金勘定  43,485百万円

 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △2百万円

 現金及び現金同等物  43,483百万円

　

　

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平

成22年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式　　　190,370千株

 

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式　　　　　  0千株 

  

３．新株予約権等に関する事項

ストック・オプションとしての新株予約権　

新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　　626百万円（親会社607百万円、連結子会社19百万円）

 

４．配当に関する事項

（1）配当金支払額

 
(決議)

株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月29日

定時株主総会
普通株式 951 5 平成22年３月31日平成22年６月30日利益剰余金

　

（2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

間末後となるもの

 

(決議)
株式の種類

配当金の総額

(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年10月28日

取締役会
普通株式 2,379 12.50平成22年９月30日平成22年12月２日利益剰余金
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　（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

 
住宅事業
（百万円）

ビル事業
（百万円）

資産運用
開発事業
（百万円）

仲介・販売
受託事業
（百万円）

その他の
事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高         

(1) 外部顧客に対する売
上高

36,68622,5179,177 7,1763,89179,449  － 79,449

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

95 980 88 253 269 1,687(1,687) －

計 36,78123,4989,266 7,4304,16081,137(1,687) 79,449

営業費用　 37,40918,1287,197 7,5473,95674,239(669) 73,570

営業利益(又は営業損
失)

△627 5,3692,068 △117 204 6,897(1,017) 5,879

　

前第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

 
住宅事業
（百万円）

ビル事業
（百万円）

資産運用
開発事業
（百万円）

仲介・販売
受託事業
（百万円）

その他の
事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高         

(1) 外部顧客に対する売
上高

101,19044,58315,55513,3208,277182,926 － 182,926

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

191 2,065 169 487 310 3,225(3,225) －

計 101,38246,64815,72413,8088,588186,151(3,225) 182,926

営業費用　 91,13835,70812,23113,7888,290161,157(1,262) 159,894

営業利益 10,24310,9403,493 19 297 24,994(1,962) 23,031

（注）１．事業区分の方法

連結グループ各社の行っている事業内容により区分しております。

 ２．各区分に属する主要な製品

住宅事業…マンション・戸建住宅・宅地等の分譲、マンションの総合管理

ビル事業…オフィスビル等の賃貸・総合管理、地域熱供給事業

資産運用開発事業…収益不動産の開発及び販売、不動産ファンド等の運営及び同ファンドへの投資

仲介・販売受託事業…不動産の仲介・コンサルティング、マンション・戸建住宅等の販売代理、保険代理店

業務

その他の事業…フィットネスクラブの運営

 

 

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）及び前第２四半期連結累計期間

（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

　

　

【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）及び前第２四半期連結累計期間

（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社

取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであり

ます。

当社グループは、純粋持株会社である当社を軸に野村不動産㈱をはじめとする事業会社によって構成されてお

り、各事業会社（野村不動産㈱については事業部門）は、取り扱う製品・サービスについて包括的な戦略を立案

し、事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは、各事業会社（野村不動産㈱については事業部門）を基礎とした製品・サービス別

のセグメントから構成されており、「住宅事業」、「ビル事業」、「資産運用開発事業」及び「仲介・販売受託事

業」の４つを報告セグメントとしております。

「住宅事業」は、マンション・戸建住宅・宅地等の分譲、マンションの総合管理等を行っております。「ビル事

業」は、オフィスビル等の賃貸・総合管理、地域熱供給事業等を行っております。「資産運用開発事業」は、収益不

動産の開発及び販売、不動産ファンド等の運営及び同ファンドへの投資等を行っております。「仲介・販売受託事

業」は、不動産の仲介・コンサルティング、マンション・戸建住宅等の販売代理等を行っております。

　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

（単位：百万円）　

　

報告セグメント
その他
（注）１　

合計
調整額
（注）２　

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３　

住宅事業 ビル事業
資産運用
開発事業

仲介・販
売受託事
業

計

売上高          

外部顧客への売上
高

61,56743,25921,86512,556139,2488,325147,574 － 147,574

セグメント間の内
部売上高又は振替
高

293 2,457 245 598 3,594 646 4,241△4,241 －

計 61,86045,71622,11013,155142,8438,972151,815△4,241147,574

セグメント利益又は
損失(△)

△912 10,0912,2031,18812,571 45 12,617△2,33710,280

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、フィットネスクラブ事業等を含ん

でおります。

２．セグメント利益又は損失(△)の調整額△2,337百万円には、セグメント間取引消去△122百万円及び各報告セグ

メントに配分していない全社費用△2,214百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属し

ない一般管理費であります。

３．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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当第２四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

（単位：百万円）　

　

報告セグメント
その他
（注）１　

合計
調整額
（注）２　

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３　

住宅事業 ビル事業
資産運用
開発事業

仲介・販
売受託事
業

計

売上高          

外部顧客への売上
高

40,27922,13414,1048,05684,5754,51789,092  － 89,092

セグメント間の内
部売上高又は振替
高

146 1,527 198 361 2,233 575 2,809△2,809 －

計 40,42523,66114,3028,41886,8085,09391,901△2,80989,092

セグメント利益 1,2314,881 159 797 7,070 202 7,272△1,493 5,779

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、フィットネスクラブ事業等を含ん

でおります。

２．セグメント利益の調整額△1,493百万円には、セグメント間取引消去△235百万円及び各報告セグメントに配分

していない全社費用△1,257百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理

費であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

　

（追加情報）

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20年

３月21日）を適用しております。
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（ストック・オプション等関係）

当第２四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

当第２四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

a.提出会社 

 

野村不動産ホールディングス

株式会社　2010年度第１回新

株予約権

野村不動産ホールディングス

株式会社　2010年度第２回新

株予約権

野村不動産ホールディングス

株式会社　2010年度第３回新

株予約権

付与対象者の区分及び人数 当社取締役　　　　　７名
当社子会社取締役及び

執行役員　　　　　　57名

当社取締役　　　　　７名

当社子会社取締役及び

執行役員　　　　　　57名

当社子会社従業員 　147名

株式の種類別のストック・

オプションの付与数
普通株式　20,000株 普通株式　66,100株 普通株式　226,400株

付与日 平成22年８月23日 同左 同左 

権利確定条件
権利確定条件は付されていま

せん。 
同左 同左 

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはありま

せん。 
同左 同左 

権利行使期間
自　平成23年８月23日 

至　平成28年８月22日
同左 

自　平成24年８月23日 

至　平成29年８月22日 

権利行使価格（円） 1 1 1,194

付与日における公正な評価

単価（円）
 1,119  1,119  437

　

b.連結子会社　

 
株式会社メガロス　2010年度

第１回新株予約権

株式会社メガロス　2010年度

第２回新株予約権
　

付与対象者の区分及び人数 同社取締役　　　　　３名
同社取締役　　　　　３名

同社従業員　　　　　12名

　

　

株式の種類別のストック・

オプションの付与数
普通株式　7,900株 普通株式　28,000株 　

付与日 平成22年８月23日 同左 　

権利確定条件
権利確定条件は付されていま

せん。 
同左 　

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはありま

せん。 
同左 　

権利行使期間
自　平成23年８月23日 

至　平成28年８月22日

自　平成24年８月23日 

至　平成29年８月22日

　

　

権利行使価格（円）  1 1,093　

付与日における公正な評価

単価（円）
 983  219　

EDINET提出書類

野村不動産ホールディングス株式会社(E04060)

四半期報告書

35/40



（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 1,566.77円 １株当たり純資産額 1,583.63円
 

 

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 44.31円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
44.22円

 

１株当たり四半期純利益金額 0.20円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
0.18円

 

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益（百万円） 7,644 37

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 7,644 37

期中平均株式数（千株） 172,545 190,339

 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益調整額（百万円） △9 △3

（うち連結子会社が発行した新株予約権に係

る持分変動差額）　
（△9） （△3）

普通株式増加数（千株） 108 126

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった

潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が

あったものの概要

野村不動産ホールディングス株式

会社　2009年度第３回新株予約権

（新株予約権の数　2,027個）。

株式会社メガロス　2009年度第２

回新株予約権（新株予約権の数　

270個）。

野村不動産ホールディングス株式

会社　2010年度第３回新株予約権

（新株予約権の数　2,264個）。

株式会社メガロス　2010年度第２

回新株予約権（新株予約権の数　

280個）。
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前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 2.66　円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
2.60円

 

１株当たり四半期純利益金額 3.32　円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
3.30円

 

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益（百万円） 504 631

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 504 631

期中平均株式数（千株） 189,600 190,349

 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益調整額（百万円） △10 △3

（うち連結子会社が発行した新株予約権に係

る持分変動差額）　
（△10） （△3）

普通株式増加数（千株） 119 134

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった

潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が

あったものの概要

野村不動産ホールディングス株式

会社　2009年度第３回新株予約権

（新株予約権の数　2,027個）。

株式会社メガロス　2009年度第２

回新株予約権（新株予約権の数　

270個）。

野村不動産ホールディングス株式

会社　2010年度第３回新株予約権

（新株予約権の数　2,264個）。

株式会社メガロス　2010年度第２

回新株予約権（新株予約権の数　

280個）。

　

　

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

　

　

２【その他】

平成22年10月28日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）配当金の総額………………………………………2,379百万円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………12円50銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成22年12月２日

　（注）　平成22年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成21年11月13日

野村不動産ホールディングス株式会社

取締役会　御中
 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 岩部　俊夫　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 森重　俊寛　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 櫻井　雄一郎　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている野村不動産ホール

ディングス株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成21年

７月１日から平成21年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係

る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算

書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、野村不動産ホールディングス株式会社及び連結子会社の平成21年９月30

日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四

半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認

められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）　１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成22年11月12日

野村不動産ホールディングス株式会社

取締役会　御中
 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 岩部　俊夫　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 森重　俊寛　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 櫻井　雄一郎　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている野村不動産ホール

ディングス株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成22年

７月１日から平成22年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）に係

る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算

書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、野村不動産ホールディングス株式会社及び連結子会社の平成22年９月30

日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四

半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認

められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）　１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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